
【無料相談会】 福島地方法務局

相続登記手続きはお済ですか？
法務局・司法書士

土地家屋調査士による相談会
～円滑な相続のために相談してみませんか～

参加申込みは、お電話にて承ります。

●法務局の登記手続案内
・相続登記の義務化

・住所変更登記の義務化

●司法書士の相談
・相続登記
・その他権利に関する登記全般

●土地家屋調査士の相談
・相続した未登記の建物の登記
・土地の筆界に関する相談

※土日祝日を除く平日午前９時から午後３時まで

参加申し込みは電話にて承ります

大切な登記・お済みでしょうか？

法務局・司法書士・土地家屋調査士

合同相談会

024-534-2045TEL

福島地方法務局不動産登記部門

福島県司法書士会事務局

0120-81-5539(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ)TEL

福島県土地家屋調査士会事務局

024-534-7829TEL

福島市霞町1-46

福島地方法務局３階会議室

午後１時００分～午後４時５０分

令和8年2月26日(木)日 程

時 間

会 場

参加無料
・

事前予約

2/20締切


	スライド番号 1

